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益
城
町
申
告
相
談
会
場
で
申
告
が
必
要
な
人

は
、
本
年（
平
成

年
）１
月
１
日
に
益
城
町
に

23

居
住
し
て
い
た
人
で
、
次
の
①
か
ら
④
の
項
目

に
該
当
し
な
い
人
で
す
。

①
平
成

年
中
の
収
入
が
給
与
の
み
の
人
で
、

22

年
末
調
整
が
済
ん
で
い
る
人

②
平
成

年
中
の
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
人

22

で
、
所
得
控
除
の
申
告
が
必
要
で
な
い
人

③
平
成

年
中
の
収
入
が
無
い
人
で
、
益
城
町
内

22

に
居
住
し
て
い
る
人
の
扶
養
親
族
等
と
な
っ

て
い
る
人

④
税
務
署
に
直
接
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
人

（
※
注
１
）

毅
町
外
に
居
住
し
て
い
る
人
の
扶
養
親
族
等
に

な
っ
て
い
る
人

毅
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
な
ど
非
課
税
所
得
を

受
給
し
て
い
る
人

毅
平
成

年
中
の
収
入
が
な
い
人
で
、
誰
の
扶

22

養
親
族
等
に
も
な
っ
て
い
な
い
人

①
印
か
ん（
通
帳
の
届
出
印
が
望
ま
し
い
。
所

得
税
の
口
座
振
替
手
続
き
に
必
要
な
た
め
）

②
本
人
の
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の（
通
帳
な
ど
）

③
源
泉
徴
収
票
・
支
払
証
明
書
な
ど

④
事
業
所
得
・
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
人
は

収
支
内
訳
書

⑤
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
や
任
意
継
続
保
険

な
ど
）の
払
込
証
明
書
ま
た
は
領
収
書
。
生

命
保
険
、
個
人
年
金
、
地
震（
損
害
）保
険
料

の
支
払
証
明
書

⑥
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
書
の
事
前
送
付
が
あ

っ
た
人
は
、
送
付
さ
れ
た
書
類
一
式

⑦
身
障
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
な
ど

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
平
成

年
中

22

に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書（
原
本
）が
必
要

で
す
。
事
前
に
家
族
ご
と
に
計
算
を
し
て
、「
医

療
費
の
明
細
書
」（
役
場
・
税
務
署
に
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
）に
記
入
し
、
申
告
会
場
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、「
高
額
療
養
費
と
し
て
健
康
保
険
か
ら

の
給
付
金
」や「
生
命
保
険
な
ど
か
ら
の
給
付

金
」な
ど
を
差
し
引
い
た
金
額
が
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、「
戻
っ
て
き
た
金
額
」
が
分
か
る
書

類
も
必
要
で
す
。

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
た
申
告
書
を
税

務
署
へ
提
出
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

毅
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ア
ド
レ
ス

p

恭
申
告
が
必
要
な
人

「
税
務
署
に
直
接
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

人
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
確
定
申

告
を
す
る
人
の
こ
と
で
す
。

毅
熊
本
東
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場（
熊
本
東

税
務
署
３
階
）で
確
定
申
告
を
す
る
人

毅
青
色
申
告
を
す
る
人

毅
自
分
で
確
定
申
告
書
を
作
成
し
、
熊
本
東

税
務
署
に
提
出
す
る
人

毅

-

『
ｅ

Ｔ
ａ
ｘ（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）』で
電
子

申
告
を
す
る
人

恭
次
の
項
目
に
該
当
す
る
人
も

申
告
が
必
要
で
す

恭
申
告
に
必
要
な
も
の

恭
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
へ

恭
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

注
１

平成23年度 町県民税・国民健康保険税 平成22年分 所得税

申告の準備はお済みでしょうか？

町では、平成22年中の所得に対する「町県民税・国民

健康保険税」の申告受付および申告相談を、２月14日

（月）から３月15日（火）まで行います。この期間にもれ

なく申告されますようお願いします。

例年、申告期限前は会場が大変混み合いますので、な

るべく左のページの「日程表」に沿ってご来場ください。

申告期間は

２月14日（月）～３月15日（火）

所得申告は
正しくお早めに！


